
（
相
続
税
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

相
続
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

（
相
続
開
始
前
七
年
以
内
に
贈
与
が
あ
つ
た
場
合
の
相
続
税
額
）

（
相
続
開
始
前
三
年
以
内
に
贈
与
が
あ
つ
た
場
合
の
相
続
税
額
）

第
十
九
条

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
者
が
当
該
相
続
の
開
始
前
七
年

第
十
九
条

相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
者
が
当
該
相
続
の
開
始
前
三
年

以
内
に
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
か
ら
贈
与
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
こ
と
が
あ

以
内
に
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
か
ら
贈
与
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
こ
と
が
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
（

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
（

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
一
条
の
三
及
び
第
二
十
一
条

第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
一
条
の
三
及
び
第
二
十
一
条

の
四
の
規
定
に
よ
り
当
該
取
得
の
日
の
属
す
る
年
分
の
贈
与
税
の
課
税
価
格
計
算
の

の
四
の
規
定
に
よ
り
当
該
取
得
の
日
の
属
す
る
年
分
の
贈
与
税
の
課
税
価
格
計
算
の

基
礎
に
算
入
さ
れ
る
も
の
（
特
定
贈
与
財
産
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及

基
礎
に
算
入
さ
れ
る
も
の
（
特
定
贈
与
財
産
を
除
く
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
加
算
対
象

び
第
五
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
価
額
を
相
続
税
の
課
税
価
格
に
加
算

贈
与
財
産
」
と
い
う
。
）
の
価
額
（
加
算
対
象
贈
与
財
産
の
う
ち
当
該
相
続
の
開
始

し
た
価
額
を
相
続
税
の
課
税
価
格
と
み
な
し
、
第
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
を

前
三
年
以
内
に
取
得
し
た
財
産
以
外
の
財
産
に
あ
つ
て
は
、
当
該
財
産
の
価
額
の
合

適
用
し
て
算
出
し
た
金
額
（
当
該
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
の
取
得
に
つ
き
課
せ

計
額
か
ら
百
万
円
を
控
除
し
た
残
額
）
を
相
続
税
の
課
税
価
格
に
加
算
し
た
価
額
を

ら
れ
た
贈
与
税
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
か
ら
当
該
財
産
に
係
る
贈
与
税
の
税
額

相
続
税
の
課
税
価
格
と
み
な
し
、
第
十
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
て
算

（
第
二
十
一
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
控
除
前
の
税
額
と
し
、
延
滞
税
、
利
子
税
、
過

出
し
た
金
額
（
加
算
対
象
贈
与
財
産
の
取
得
に
つ
き
課
せ
ら
れ
た
贈
与
税
が
あ
る
と

少
申
告
加
算
税
、
無
申
告
加
算
税
及
び
重
加
算
税
に
相
当
す
る
税
額
を
除
く
。
）
と

き
は
、
当
該
金
額
か
ら
当
該
財
産
に
係
る
贈
与
税
の
税
額
（
第
二
十
一
条
の
八
の
規

し
て
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
を
も
つ
て

定
に
よ
る
控
除
前
の
税
額
と
し
、
延
滞
税
、
利
子
税
、
過
少
申
告
加
算
税
、
無
申
告

、
そ
の
納
付
す
べ
き
相
続
税
額
と
す
る
。

加
算
税
及
び
重
加
算
税
に
相
当
す
る
税
額
を
除
く
。
）
と
し
て
政
令
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
を
も
つ
て
、
そ
の
納
付
す
べ
き
相
続

税
額
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
特
定
贈
与
財
産
と
は
、
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る

２

同

上

婚
姻
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
配
偶
者
に
該
当
す
る
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ

り
当
該
被
相
続
人
の
配
偶
者
が
取
得
し
た
同
項
に
規
定
す
る
居
住
用
不
動
産
又
は
金

銭
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
部
分
を
い
う
。

一

当
該
贈
与
が
当
該
相
続
の
開
始
の
年
の
前
年
以
前
に
さ
れ
た
場
合
で
、
当
該
被

一

当
該
贈
与
が
当
該
相
続
の
開
始
の
年
の
前
年
以
前
に
さ
れ
た
場
合
で
、
当
該
被

相
続
人
の
配
偶
者
が
当
該
贈
与
に
よ
る
取
得
の
日
の
属
す
る
年
分
の
贈
与
税
に
つ

相
続
人
の
配
偶
者
が
当
該
贈
与
に
よ
る
取
得
の
日
の
属
す
る
年
分
の
贈
与
税
に
つ

き
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き

同
項
の
規
定

き
第
二
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
き
。

同
項
の
規

に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
相
当
す
る
部
分

定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
相
当
す
る
部
分

二

当
該
贈
与
が
当
該
相
続
の
開
始
の
年
に
お
い
て
さ
れ
た
場
合
で
、
当
該
被
相
続

二

当
該
贈
与
が
当
該
相
続
の
開
始
の
年
に
お
い
て
さ
れ
た
場
合
で
、
当
該
被
相
続

人
の
配
偶
者
が
当
該
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
つ
い
て
既
に
第
二
十
一
条
の
六
第

人
の
配
偶
者
が
当
該
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
つ
い
て
既
に
第
二
十
一
条
の
六
第



一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
で
な
い
と
き
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
で
な
い
と
き
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限
る
。

）

同
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
控

）
。

同
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分

控
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分

（
相
続
時
精
算
課
税
に
係
る
贈
与
税
の
基
礎
控
除
）

第
二
十
一
条
の
十
一
の
二

相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
そ
の
年
中
に
お
い
て
特
定
贈

与
者
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
そ
の
年
分
の
贈
与
税
に
つ
い
て
は

、
贈
与
税
の
課
税
価
格
か
ら
六
十
万
円
を
控
除
す
る
。

２

前
項
の
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
に
係
る
特
定
贈
与
者
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に

お
け
る
各
特
定
贈
与
者
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
課
税
価
格
か
ら
控

除
す
る
金
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
相
続
時
精
算
課
税
に
係
る
贈
与
税
の
特
別
控
除
）

（
相
続
時
精
算
課
税
に
係
る
贈
与
税
の
特
別
控
除
）

第
二
十
一
条
の
十
二

相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
そ
の
年
中
に
お
い
て
特
定
贈
与
者

第
二
十
一
条
の
十
二

相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
そ
の
年
中
に
お
い
て
特
定
贈
与
者

か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
そ
の
年
分
の
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、
特

か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
そ
の
年
分
の
贈
与
税
に
つ
い
て
は
、
特

定
贈
与
者
ご
と
の
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の
贈
与
税
の
課
税
価
格
か
ら

定
贈
与
者
ご
と
の
贈
与
税
の
課
税
価
格
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い

そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
低
い
金
額
を
控
除
す
る
。

ず
れ
か
低
い
金
額
を
控
除
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

特
定
贈
与
者
ご
と
の
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の
贈
与
税
の
課
税
価

二

特
定
贈
与
者
ご
と
の
贈
与
税
の
課
税
価
格

格

２
・
３

省

略

２
・
３

同

上

（
相
続
時
精
算
課
税
に
係
る
贈
与
税
の
税
率
）

（
相
続
時
精
算
課
税
に
係
る
贈
与
税
の
税
率
）

第
二
十
一
条
の
十
三

相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
そ
の
年
中
に
お
い
て
特
定
贈
与
者

第
二
十
一
条
の
十
三

相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
そ
の
年
中
に
お
い
て
特
定
贈
与
者

か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
そ
の
年
分
の
贈
与
税
の
額
は
、
特
定
贈

か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
そ
の
年
分
の
贈
与
税
の
額
は
、
特
定
贈

与
者
ご
と
に
、
第
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の
贈
与
税

与
者
ご
と
に
、
第
二
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
贈
与
税
の
課
税
価
格

の
課
税
価
格
（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

（
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の

る
控
除
後
の
金
額
）
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
二
十
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と

金
額
）
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
二
十
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。

す
る
。

第
二
十
一
条
の
十
五

特
定
贈
与
者
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
相

第
二
十
一
条
の
十
五

特
定
贈
与
者
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
相

続
時
精
算
課
税
適
用
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
贈
与
者
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得

続
時
精
算
課
税
適
用
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
贈
与
者
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得

し
た
財
産
で
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
（
第
二
十
一

し
た
財
産
で
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
（
第
二
十
一



条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
一
条
の
三
、
第
二
十
一
条
の
四
及
び
第

条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
二
十
一
条
の
三
、
第
二
十
一
条
の
四
及
び
第

二
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
当
該
取
得
の
日
の
属
す
る
年
分
の
贈
与
税
の
課
税
価

二
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
当
該
取
得
の
日
の
属
す
る
年
分
の
贈
与
税
の
課
税
価

格
計
算
の
基
礎
に
算
入
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
価
額
か
ら
第
二
十
一
条
の
十
一

格
計
算
の
基
礎
に
算
入
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
価
額
を
相
続
税
の
課
税
価
格
に

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
残
額
を
相
続
税
の
課
税
価
格
に
加
算
し
た

加
算
し
た
価
額
を
も
つ
て
、
相
続
税
の
課
税
価
格
と
す
る
。

価
額
を
も
つ
て
、
相
続
税
の
課
税
価
格
と
す
る
。

２

特
定
贈
与
者
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
相
続
時
精
算
課
税
適

２

特
定
贈
与
者
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
相
続
時
精
算
課
税
適

用
者
及
び
他
の
者
に
係
る
相
続
税
の
計
算
に
つ
い
て
の
第
十
三
条
、
第
十
八
条
、
第

用
者
及
び
他
の
者
に
係
る
相
続
税
の
計
算
に
つ
い
て
の
第
十
三
条
、
第
十
八
条
、
第

十
九
条
、
第
十
九
条
の
三
及
び
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条

十
九
条
、
第
十
九
条
の
三
及
び
第
二
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条

第
一
項
中
「
取
得
し
た
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
取
得
し
た
財
産
及
び
被
相
続
人
が
第

第
一
項
中
「
取
得
し
た
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
取
得
し
た
財
産
及
び
被
相
続
人
が
第

二
十
一
条
の
九
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
贈
与
者
で
あ
る
場
合
の
当
該
被
相
続
人
か

二
十
一
条
の
九
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
贈
与
者
で
あ
る
場
合
の
当
該
被
相
続
人
か

ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
」
と
、
「

ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
」
と
、
同

当
該
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

条
第
二
項
中
「
あ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
あ
る
も
の
及
び
被
相
続
人
が
第
二
十
一

後
の
こ
れ
ら
の
財
産
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
あ
る
も

条
の
九
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
贈
与
者
で
あ
る
場
合
の
当
該
被
相
続
人
か
ら
の
贈

の
及
び
被
相
続
人
が
第
二
十
一
条
の
九
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
贈
与
者
で
あ
る
場

与
に
よ
り
取
得
し
た
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
」
と
、
同
条
第
四

合
の
当
該
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を

項
中
「
取
得
し
た
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
取
得
し
た
財
産
及
び
被
相
続
人
が
第
二
十

受
け
る
財
産
」
と
、
「
当
該
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一

一
条
の
九
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
贈
与
者
で
あ
る
場
合
の
当
該
被
相
続
人
か
ら
の

項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の
こ
れ
ら
の
財
産
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
取
得
し
た
財

贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
」
と
、
第
十
八

産
」
と
あ
る
の
は
「
取
得
し
た
財
産
及
び
被
相
続
人
が
第
二
十
一
条
の
九
第
五
項
に

条
第
一
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
た
だ
し
、
贈
与
に
よ
り
財
産
を

規
定
す
る
特
定
贈
与
者
で
あ
る
場
合
の
当
該
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し

取
得
し
た
時
に
お
い
て
当
該
被
相
続
人
の
当
該
一
親
等
の
血
族
で
あ
つ
た
場
合
に
は

た
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
」
と
、
「
当
該
財
産
」
と
あ
る
の
は

、
当
該
被
相
続
人
か
ら
取
得
し
た
当
該
財
産
に
対
応
す
る
相
続
税
額
と
し
て
政
令
で

「
第
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の
こ
れ
ら
の
財
産
」
と

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
特
定

、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
た
だ
し
、
贈
与
に
よ

贈
与
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
贈
与
財
産
及
び
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定

り
財
産
を
取
得
し
た
時
に
お
い
て
当
該
被
相
続
人
の
当
該
一
親
等
の
血
族
で
あ
つ
た

の
適
用
を
受
け
る
財
産
」
と
、
第
十
九
条
の
三
第
三
項
中
「
財
産
」
と
あ
る
の
は
「

場
合
に
は
、
当
該
被
相
続
人
か
ら
取
得
し
た
当
該
財
産
に
対
応
す
る
相
続
税
額
と
し

財
産
（
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
第
二
十

て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
九
条
第
一
項

一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
、
第
二
十
条
第

中
「
特
定
贈
与
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
贈
与
財
産
及
び
第
二
十
一
条
の
九
第
三

一
号
中
「
事
由
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
事
由
に
よ
り
取
得
し
た
財

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
」
と
、
第
十
九
条
の
三
第
三
項
中
「
財
産
」
と
あ

産
（
当
該
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
第
二
十
一
条
の
九
第
三

る
の
は
「
財
産
（
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
財
産
の
価

で
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
、
第

額
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
（
当
該
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で

二
十
条
第
一
号
中
「
事
由
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
事
由
に
よ
り
取

第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む
。
）
の
価
額
」
と

得
し
た
財
産
（
当
該
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
第
二
十
一
条

す
る
。

の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「

財
産
の
価
額
」
と
あ
る
の
は
「
財
産
（
当
該
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し



た
財
産
で
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む
。
）
の

価
額
」
と
す
る
。

３

省

略

３

同

上

第
二
十
一
条
の
十
六

省

略

第
二
十
一
条
の
十
六

同

上

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
贈
与
者
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
贈
与
者
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得

し
な
か
つ
た
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
及
び
当
該
特
定
贈
与
者
か
ら
相
続
又
は
遺
贈

し
な
か
つ
た
相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
及
び
当
該
特
定
贈
与
者
か
ら
相
続
又
は
遺
贈

に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
者
に
係
る
相
続
税
の
計
算
に
つ
い
て
の
第
十
三
条
、
第
十

に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
者
に
係
る
相
続
税
の
計
算
に
つ
い
て
の
第
十
八
条
、
第
十

八
条
、
第
十
九
条
、
第
十
九
条
の
三
及
び
第
十
九
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

九
条
、
第
十
九
条
の
三
及
び
第
十
九
条
の
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
八

は
、
第
十
三
条
第
一
項
中
「
取
得
し
た
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
取
得
し
た
財
産
（
当

条
第
一
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
た
だ
し
、
贈
与
に
よ
り
財
産
を

該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
第
二
十
一
条
の
九

取
得
し
た
時
に
お
い
て
当
該
被
相
続
人
の
当
該
一
親
等
の
血
族
で
あ
つ
た
場
合
に
は

第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と

、
当
該
被
相
続
人
か
ら
取
得
し
た
当
該
財
産
に
対
応
す
る
相
続
税
額
と
し
て
政
令
で

、
「
当
該
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
特
定

控
除
後
の
当
該
財
産
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
あ
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
あ
る
も

贈
与
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
贈
与
財
産
及
び
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定

の
及
び
被
相
続
人
が
第
二
十
一
条
の
九
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
贈
与
者
で
あ
る
場

の
適
用
を
受
け
る
財
産
」
と
、
第
十
九
条
の
三
第
三
項
中
「
財
産
」
と
あ
る
の
は
「

合
の
当
該
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を

財
産
（
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
で
第
二
十

受
け
る
財
産
」
と
、
「
当
該
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一

一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む
。
）
」
と
、
第
十
九
条
の

項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の
こ
れ
ら
の
財
産
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
当
該
財
産
」

四
第
一
項
中
「
該
当
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
者
及
び
同
項
第
五
号
の
規

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の
当
該
財

定
に
該
当
す
る
者
（
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
の
相
続
開
始
の
時
に
お
い
て
こ
の

産
」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
た
だ
し
、
贈

法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

与
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
時
に
お
い
て
当
該
被
相
続
人
の
当
該
一
親
等
の
血
族
で

あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
被
相
続
人
か
ら
取
得
し
た
当
該
財
産
に
対
応
す
る
相
続
税

額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
、
第
十
九
条

第
一
項
中
「
特
定
贈
与
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
贈
与
財
産
及
び
第
二
十
一
条
の

九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
」
と
、
第
十
九
条
の
三
第
三
項
中
「
財
産

」
と
あ
る
の
は
「
財
産
（
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取
得
し

た
財
産
で
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
含
む
。
）
」

と
、
第
十
九
条
の
四
第
一
項
中
「
該
当
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
該
当
す
る
者
及
び

同
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
（
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
の
相
続
開
始
の

時
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
贈
与
者
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
も
の

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
贈
与
者
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
取
得
し
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
財
産
に
係
る
第
一
節
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と

と
み
な
さ
れ
て
相
続
税
の
課
税
価
格
に
算
入
さ
れ
る
財
産
の
価
額
は
、
同
項
の
贈
与

こ
ろ
に
よ
る
。

の
時
に
お
け
る
価
額
に
よ
る
。



一

当
該
財
産
の
価
額
は
、
第
一
項
の
贈
与
の
時
に
お
け
る
価
額
と
す
る
。

二

当
該
財
産
の
価
額
か
ら
第
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除

を
し
た
残
額
を
第
十
一
条
の
二
の
相
続
税
の
課
税
価
格
に
算
入
す
る
。

４

省

略

４

同

上

（
贈
与
税
の
申
告
書
）

（
贈
与
税
の
申
告
書
）

第
二
十
八
条

贈
与
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
者
は
、
そ
の
年
分
の
贈
与
税
の
課
税
価

第
二
十
八
条

贈
与
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
者
は
、
そ
の
年
分
の
贈
与
税
の
課
税
価

格
に
係
る
第
二
十
一
条
の
五
、
第
二
十
一
条
の
七
及
び
第
二
十
一
条
の
八
の
規
定
に

格
に
係
る
第
二
十
一
条
の
五
、
第
二
十
一
条
の
七
及
び
第
二
十
一
条
の
八
の
規
定
に

よ
る
贈
与
税
額
が
あ
る
場
合
、
又
は
当
該
財
産
が
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定

よ
る
贈
与
税
額
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
財
産
が
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
第
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に

の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
年
の
翌
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
十
五

よ
る
控
除
後
の
贈
与
税
の
課
税
価
格
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
そ
の
年
の
翌

日
ま
で
（
同
年
一
月
一
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
に
国
税
通
則
法
第
百
十
七
条
第
二

年
二
月
一
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
（
同
年
一
月
一
日
か
ら
三
月
十
五
日
ま
で
に
国

項
（
納
税
管
理
人
）
の
規
定
に
よ
る
納
税
管
理
人
の
届
出
を
し
な
い
で
こ
の
法
律
の

税
通
則
法
第
百
十
七
条
第
二
項
（
納
税
管
理
人
）
の
規
定
に
よ
る
納
税
管
理
人
の
届

施
行
地
に
住
所
及
び
居
所
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
住
所
及
び
居
所

出
を
し
な
い
で
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
及
び
居
所
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
場

を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
日
ま
で
）
に
、
課
税
価
格
、
贈
与
税
額
そ
の
他
財
務
省
令

合
に
は
、
当
該
住
所
及
び
居
所
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
日
ま
で
）
に
、
課
税
価
格

で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ

、
贈
与
税
額
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
納
税
地
の
所

ば
な
ら
な
い
。

轄
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

同

上

一

省

略

一

同

上

二

相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
年
の
中
途
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、

二

相
続
時
精
算
課
税
適
用
者
が
年
の
中
途
に
お
い
て
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
年
一
月
一
日
か
ら
死
亡
の
日
ま
で
に
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適

そ
の
年
一
月
一
日
か
ら
死
亡
の
日
ま
で
に
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
財
産
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
と
き
（
第
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第

用
を
受
け
る
財
産
を
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
と
き
。

一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の
贈
与
税
の
課
税
価
格
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

三

省

略

三

同

上

３
・
４

省

略

３
・
４

同

上

（
更
正
及
び
決
定
の
特
則
）

（
更
正
及
び
決
定
の
特
則
）

第
三
十
五
条

省

略

第
三
十
五
条

同

上

２
～
４

省

略

２
～
４

同

上

５

税
務
署
長
は
、
第
二
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
が
、

５

税
務
署
長
は
、
第
二
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
が
、

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に

よ
り
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
る
財
産
の
取
得
を
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
た
め
新
た
に
第

よ
り
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
る
財
産
の
取
得
を
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
た
め
新
た
に
第

二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
と
な



つ
た
場
合
又
は
既
に
確
定
し
た
贈
与
税
額
に
不
足
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に

つ
た
場
合
又
は
既
に
確
定
し
た
贈
与
税
額
に
不
足
を
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に

係
る
贈
与
税
の
課
税
価
格
又
は
贈
与
税
額
の
更
正
又
は
決
定
を
す
る
。
た
だ
し
、
こ

係
る
贈
与
税
の
課
税
価
格
又
は
贈
与
税
額
の
更
正
又
は
決
定
を
す
る
。
た
だ
し
、
こ

れ
ら
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
と
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

れ
ら
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
と
次
条
の
規
定
に
よ
り
更
正
又

更
正
又
は
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以

は
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
日
と
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
以
後
に
お

後
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
相
続
税
に
つ
い
て
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
の
特
則
）

第
三
十
六
条

国
税
通
則
法
第
七
十
条
第
一
項
（
国
税
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限

）
の
規
定
に
よ
り
更
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
日
前
六
月
以
内
に
相

続
税
に
つ
い
て
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
更
正
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
更
正
の

請
求
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
に
係
る
更
正
に
伴
い
当
該
請
求
を
し
た

者
の
被
相
続
人
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
他
の
者
（
当
該
被
相

続
人
か
ら
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
を
贈
与
に
よ
り

取
得
し
た
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
相
続
税
の
課
税
価

格
又
は
相
続
税
額
に
異
動
を
生
ず
る
と
き
（
当
該
請
求
が
当
該
他
の
者
に
つ
い
て
同

法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
（
還
付
加

算
金
）
に
規
定
す
る
更
正
決
定
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
日
前
六
月

以
内
に
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
相
続
税
に
係
る
更
正
若
し
く
は
決
定
又

は
当
該
更
正
若
し
く
は
決
定
若
し
く
は
期
限
後
申
告
書
若
し
く
は
修
正
申
告
書
の
提

出
に
伴
い
当
該
相
続
税
に
係
る
同
法
第
六
十
九
条
（
加
算
税
の
税
目
）
に
規
定
す
る

加
算
税
に
つ
い
て
す
る
賦
課
決
定
（
同
法
第
三
十
二
条
第
五
項
（
賦
課
決
定
）
に
規

定
す
る
賦
課
決
定
を
い
う
。
）
は
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
当
該
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
（
国
税
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間

制
限
の
特
例
）
及
び
第
七
十
二
条
（
国
税
の
徴
収
権
の
消
滅
時
効
）
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
日
が
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
日
が
前
条
及
び
相
続
税
法
第

三
十
六
条
（
相
続
税
に
つ
い
て
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
の
特
則
）
」
と
、
「

同
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
同
法
第
三
十
六
条
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
あ
つ

た
日
」
と
あ
る
の
は
「
あ
つ
た
日
と
し
、
相
続
税
法
第
三
十
六
条
（
相
続
税
に
つ
い

て
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
の
特
則
）
の
規
定
に
よ
る
更
正
決
定
等
又
は
同
条

の
期
限
後
申
告
書
若
し
く
は
修
正
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
納
付
す
べ
き
相
続
税
に
つ

い
て
は
、
当
該
更
正
決
定
等
又
は
当
該
提
出
が
あ
つ
た
日
」
と
す
る
。



（
贈
与
税
に
つ
い
て
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
の
特
則
）

（
贈
与
税
に
つ
い
て
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
の
特
則
）

第
三
十
七
条

税
務
署
長
は
、
贈
与
税
に
つ
い
て
、
国
税
通
則
法
第
七
十
条
（
国
税
の

第
三
十
六
条

税
務
署
長
は
、
贈
与
税
に
つ
い
て
、
国
税
通
則
法
第
七
十
条
（
国
税
の

更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
更
正

更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
更
正

若
し
く
は
決
定
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
更
正
決
定
」
と
い
う
。
）

若
し
く
は
決
定
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
更
正
決
定
」
と
い
う
。
）

又
は
賦
課
決
定
（
同
法
第
三
十
二
条
第
五
項
（
賦
課
決
定
）
に
規
定
す
る
賦
課
決
定

又
は
賦
課
決
定
（
同
法
第
三
十
二
条
第
五
項
（
賦
課
決
定
）
に
規
定
す
る
賦
課
決
定

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
各
号
に
定
め
る
期
限
又
は
日
か

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
各
号
に
定
め
る
期
限
又
は
日
か

ら
六
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法

ら
六
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法

第
七
十
一
条
第
一
項
（
国
税
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
の
特
例
）
の
規
定
の
適

第
七
十
一
条
第
一
項
（
国
税
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
の
特
例
）
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
日
が
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
日
が
前
条
及
び
相
続
税
法

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
日
が
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
日
が
前
条
及
び
相
続
税
法

第
三
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
贈
与
税
に
つ
い
て
の
更
正
、
決
定
等
の
期

第
三
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
贈
与
税
に
つ
い
て
の
更
正
、
決
定
等
の
期

間
制
限
の
特
則
）
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
同
法
第
三
十
七
条
第

間
制
限
の
特
則
）
」
と
、
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
及
び
同
法
第
三
十
六
条
第

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
す
る
。

一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
す
る
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
更
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
日
前
六
月
以
内

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
更
正
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
日
前
六
月
以
内

に
さ
れ
た
国
税
通
則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
更
正
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
更
正

に
さ
れ
た
国
税
通
則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
更
正
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
更
正

の
請
求
に
係
る
更
正
又
は
当
該
更
正
に
伴
い
贈
与
税
に
係
る
加
算
税
に
つ
い
て
す
る

の
請
求
に
係
る
更
正
又
は
当
該
更
正
に
伴
い
贈
与
税
に
係
る
加
算
税
に
つ
い
て
す
る

賦
課
決
定
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
更
正
の
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら

賦
課
決
定
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
更
正
の
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら

六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第

六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第

七
十
二
条
第
一
項
（
国
税
の
徴
収
権
の
消
滅
時
効
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

七
十
二
条
第
一
項
（
国
税
の
徴
収
権
の
消
滅
時
効
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
第
七
十
条
第
三
項
（
国
税
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
）
」
と
あ
る
の

同
項
中
「
第
七
十
条
第
三
項
（
国
税
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
）
」
と
あ
る
の

は
「
相
続
税
法
第
三
十
七
条
第
二
項
（
贈
与
税
に
つ
い
て
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間

は
「
相
続
税
法
第
三
十
六
条
第
二
項
（
贈
与
税
に
つ
い
て
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間

制
限
の
特
則
）
」
と
、
「
、
第
七
十
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
第
三
十
七

制
限
の
特
則
）
」
と
、
「
、
第
七
十
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
第
三
十
六

条
第
二
項
」
と
す
る
。

条
第
二
項
」
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
日
前
三

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
日
前
三

月
以
内
に
さ
れ
た
国
税
通
則
法
第
二
条
第
六
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
納
税
申
告
書

月
以
内
に
さ
れ
た
国
税
通
則
法
第
二
条
第
六
号
（
定
義
）
に
規
定
す
る
納
税
申
告
書

の
提
出
に
伴
い
贈
与
税
に
係
る
無
申
告
加
算
税
（
同
法
第
六
十
六
条
第
八
項
（
無
申

の
提
出
に
伴
い
贈
与
税
に
係
る
無
申
告
加
算
税
（
同
法
第
六
十
六
条
第
七
項
（
無
申

告
加
算
税
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
す
る
賦
課
決
定
は

告
加
算
税
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
す
る
賦
課
決
定
は

、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
日
か
ら
三

、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
日
か
ら
三

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七

月
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七

十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
条
第
四
項
」
と
あ
り
、

十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
同
条
第
四
項
」
と
あ
り
、

及
び
「
第
七
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
相
続
税
法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
贈

及
び
「
第
七
十
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
相
続
税
法
第
三
十
六
条
第
三
項
（
贈

与
税
に
つ
い
て
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
の
特
則
）
」
と
す
る
。

与
税
に
つ
い
て
の
更
正
、
決
定
等
の
期
間
制
限
の
特
則
）
」
と
す
る
。

４
～
６

省

略

４
～
６

同

上



第
三
十
七
条

削
除

（
相
続
時
精
算
課
税
等
に
係
る
贈
与
税
の
申
告
内
容
の
開
示
等
）

（
相
続
時
精
算
課
税
等
に
係
る
贈
与
税
の
申
告
内
容
の
開
示
等
）

第
四
十
九
条

相
続
又
は
遺
贈
（
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取

第
四
十
九
条

相
続
又
は
遺
贈
（
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
か
ら
の
贈
与
に
よ
り
取

得
し
た
財
産
で
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
贈

得
し
た
財
産
で
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
係
る
贈

与
を
含
む
。
）
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
者
は
、
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産

与
を
含
む
。
）
に
よ
り
財
産
を
取
得
し
た
者
は
、
当
該
相
続
又
は
遺
贈
に
よ
り
財
産

を
取
得
し
た
他
の
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
の
共
同
相
続
人
等
」
と
い
う
。

を
取
得
し
た
他
の
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
の
共
同
相
続
人
等
」
と
い
う
。

）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
被
相
続
人
に
係
る
相
続
税
の
期
限
内
申
告
書
、
期
限
後

）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
被
相
続
人
に
係
る
相
続
税
の
期
限
内
申
告
書
、
期
限
後

申
告
書
若
し
く
は
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
国
税
通
則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
更

申
告
書
若
し
く
は
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
国
税
通
則
法
第
二
十
三
条
第
一
項
（
更

正
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
更
正
の
請
求
に
必
要
と
な
る
と
き
に
限
り
、
次
に
掲
げ

正
の
請
求
）
の
規
定
に
よ
る
更
正
の
請
求
に
必
要
と
な
る
と
き
に
限
り
、
他
の
共
同

る
金
額
（
他
の
共
同
相
続
人
等
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
他
の

相
続
人
等
が
当
該
被
相
続
人
か
ら
当
該
相
続
の
開
始
前
三
年
以
内
に
取
得
し
た
財
産

共
同
相
続
人
等
の
当
該
金
額
の
合
計
額
）
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

又
は
他
の
共
同
相
続
人
等
が
当
該
被
相
続
人
か
ら
取
得
し
た
第
二
十
一
条
の
九
第
三

り
、
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
の
死
亡
の
時
に
お
け
る
住
所
地
そ
の
他
の
政
令
で

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
財
産
に
係
る
贈
与
税
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
贈
与
税

定
め
る
場
所
の
所
轄
税
務
署
長
に
開
示
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
課
税
価
格
（
当
該
贈
与
税
に
つ
い
て
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
若
し
く
は
決

定
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
修
正
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
課
税
価
格
又
は
当
該
更

正
若
し
く
は
決
定
後
の
贈
与
税
の
課
税
価
格
）
の
合
計
額
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
相
続
に
係
る
被
相
続
人
の
死
亡
の
時
に
お
け
る
住
所
地
そ

の
他
の
政
令
で
定
め
る
場
所
の
所
轄
税
務
署
長
に
開
示
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

他
の
共
同
相
続
人
等
が
当
該
被
相
続
人
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
次
に
掲
げ

る
加
算
対
象
贈
与
財
産
（
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
算
対
象
贈
与
財
産
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

贈
与
税
の
課
税
価
格
に
係
る
金
額
の
合
計
額

イ

相
続
の
開
始
前
三
年
以
内
に
取
得
し
た
加
算
対
象
贈
与
財
産

贈
与
税
の
申

告
書
に
記
載
さ
れ
た
贈
与
税
の
課
税
価
格
の
合
計
額

ロ

イ
に
掲
げ
る
加
算
対
象
贈
与
財
産
以
外
の
加
算
対
象
贈
与
財
産

贈
与
税
の

申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
贈
与
税
の
課
税
価
格
の
合
計
額
か
ら
百
万
円
を
控
除
し

た
残
額

二

他
の
共
同
相
続
人
等
が
当
該
被
相
続
人
か
ら
贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
第
二
十
一

条
の
九
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
財
産
に
係
る
贈
与
税
の
申
告
書
に
記
載

さ
れ
た
第
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の
贈
与
税
の
課

税
価
格
の
合
計
額



２

前
項
各
号
の
贈
与
税
に
つ
い
て
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
若
し
く
は
決
定
が

あ
つ
た
場
合
に
は
、
同
項
各
号
の
贈
与
税
の
課
税
価
格
は
、
当
該
修
正
申
告
書
に
記

載
さ
れ
た
贈
与
税
の
課
税
価
格
又
は
当
該
更
正
若
し
く
は
決
定
後
の
贈
与
税
の
課
税

価
格
と
す
る
。

３

第
一
項
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
税
務
署
長
は
、
当
該
請
求
を
し
た
者
に
対

２

前
項
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
税
務
署
長
は
、
当
該
請
求
を
し
た
者
に
対
し

し
、
当
該
請
求
後
二
月
以
内
に
同
項
の
開
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
当
該
請
求
後
二
月
以
内
に
同
項
の
開
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
書
の
提
出
）

（
調
書
の
提
出
）

第
五
十
九
条

省

略

第
五
十
九
条

同

上

２
～
５

省

略

２
～
５

同

上

６

調
書
を
提
出
す
べ
き
者
（
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
者

６

調
書
を
提
出
す
べ
き
者
（
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
政
令
で

が
提
出
す
べ
き
調
書
の
記
載
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス
ク
等
の
提
出
を
も
つ
て
当

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
規
定
す
る
所
轄
税
務
署

該
調
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

長
（
次
項
に
お
い
て
「
所
轄
税
務
署
長
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
た
場
合
又
は

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
調
書
の
提
出
期
限
の
属
す
る
年
以
前
の
各
年
の

い
ず
れ
か
の
年
に
お
い
て
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
記
載
事
項
を
記
録
し
た
光
デ
ィ
ス

ク
等
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
提
出
す
べ
き
調
書
の
記
載
事
項
を
記
録
し

た
光
デ
ィ
ス
ク
等
の
提
出
を
も
つ
て
当
該
調
書
の
提
出
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

調
書
を
提
出
す
べ
き
者
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
第
一
項
か
ら
第
三
項

７

調
書
を
提
出
す
べ
き
者
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
所
轄
税
務
署
長
の
承

ま
で
の
規
定
に
規
定
す
る
所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は

認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
及
び
第
五

、
こ
れ
ら
の
規
定
及
び
第
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り

の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
調
書
の
記
載
事
項
を
財
務
省
令
で
定
め
る
税
務

、
当
該
調
書
の
記
載
事
項
を
財
務
省
令
で
定
め
る
税
務
署
長
に
提
供
す
る
こ
と
が
で

署
長
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

８

省

略

８

同

上

（
特
定
の
一
般
社
団
法
人
等
に
対
す
る
課
税
）

（
特
定
の
一
般
社
団
法
人
等
に
対
す
る
課
税
）

第
六
十
六
条
の
二

省

略

第
六
十
六
条
の
二

同

上

２
～
４

省

略

２
～
４

同

上

５

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
特
定
一
般
社
団
法
人
等

５

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
特
定
一
般
社
団
法
人
等

が
被
相
続
人
に
係
る
相
続
の
開
始
前
七
年
以
内
に
当
該
被
相
続
人
か
ら
贈
与
に
よ
り

が
被
相
続
人
に
係
る
相
続
の
開
始
前
三
年
以
内
に
当
該
被
相
続
人
か
ら
贈
与
に
よ
り

取
得
し
た
財
産
の
価
額
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

取
得
し
た
財
産
の
価
額
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

６

省

略

６

同

上


